
項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

別表－１ 治山工事検査基準

設計図書
に定めら
れた位置

位 置

構造物の
種類

検 査 合 格

1.コンク
リート治
山ダム
(本ダム、
副ダム、
側壁、水
叩き)

許容限度
以内のも
の。

長さ
幅(厚さ)

出来形管理基準に
示された箇所につ
いて検査する。
測定位置は構造物
の中心線とする。

天端厚
(放水路
・袖・堤
底)
－3cm
放水路
(上長・
下長)
－5cm
堤長
堤底長
－5cm

材 料 使用材料の規格、
品質について証拠
図書等によって検
査する。

明視でき
ない部分
の出来高
寸法

不 合 格

合格しな
いもの。

改造させ
る。

基準標B.Mから基準
高が設計どおりで
あるか否かについ
て検査する。

基準高 許容限度
以内のも
の。

基準高
±3 ㎝

合格しな
いもの。

改造させ
る。

証拠図書､写真等に
よって検査する。

許容限度
以内のも
の。

前記各項
に準ず
る。

合格しな
いもの。

外 見 平面の凸凹、砂ボ
ロ、豆板、侵食、
凍結、エフロレッ
センス、クラック
、打継目等につい
て検査する。

構造物の
目的達成
上支障が
ないと認
められる
もの、外
見的欠点
のうちあ
らかじめ
補修され
ているも
の。

合格しな
いもの。

備 考

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

設計図書
に定めら
れたもの
又はそれ
以上のも
の。

合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。

改造又は
補修させ
る。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

改造させ
る。
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合格しな
いもの。

備 考

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

異常な濁
音を発す
るもの。

コアを採
取し、圧
縮強度試
験を行い
その結果
に基づき
補修させ
る。

コアを採
取し圧縮
強度試験
を行い、
その結果
に基づき
補修させ
る。

不 合 格

穿孔注水
検査又は
破壊検査
を行い、
その結果
に基づき
補修させ
る。

合格しな
いもの。

1.コンク
リート治
山ダム
(本ダム、
副ダム、
側壁、水
叩き)

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格

表面強度 テストハンマーに
より表面強度を検
査する。
上下流面について
、コンクリートの
打設日の異なるリ
フトの３箇所以上
の箇所を抽出して
検査する。
なお、残存型枠等
の施工により出来
ない場合は省略で
きる。

１箇所の
平均値で
呼び強度
以上のも
のが全体
の80％以
上のも
の。

それぞれ
の構造物
の指定強
度によ
る。

反響音 構造物各部分の任
意点について、手
ハンマー等で軽打
し、その反響音に
より検査する。

むらなく
金属性の
反響音が
得られる
もの。

A､１回の
試験結果
は､呼び
強度の値
の85％以
上でなけ
ればなら
い。

B､３回の
試験結果
の平均値
は､呼び
強度の値
以上でな
ければな
らない。

圧縮強度 施工管理記録によ
り検査する。

それぞれ
の構造物
の指定強
度又は指
定呼び強
度によ
る。
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備 考

注水検査
及び破壊
検査を行
う場合。

① 滲透
水のある
場合

② 砂ボ
ロ、豆板
等外見的
欠点が顕
著な場
合。

③ 施工
方法、工
事記録写
等から不
備のある
場合。

施工状況

合格しな
いもの。

指示のと
おり改造
させる。

改造又は
補修させ
る。

不良のも
の。

現地産材料の使用
の場合、その採取
地の状況を検査す
る。

材料採取
地の状況

設計図書
による指
示のとお
り処置が
なされて
いるも
の。

A､特に粗
漏な施工
結果が認
められな
いもの。
B､骨材と
モルタル
の分離が
認められ
ないも
の。

合格しな
いもの。

良好と認
められる
もの。

堤体と床堀基礎と
の接合状況、型枠
施工技術､コンク
リート打設技術､
間詰工の施工状
況、埋戻しの状
況、 跡片付けの
状況、その他施工
技術の良否につい
て検査する。

1.コンク
リート治
山ダム
(本ダム、
副ダム、
側壁、水
叩き)

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

程度によ
って前面
破壊のう
え新規に
築設させ
る。
グラウチ
ング又は
増圧及び
改造させ
る。

注水検査 許容限度
以内のも
の。

満水１分
後の減水
が10㎝以
内のも
の。

グラウト
等により
補修させ
る。

①各品質検査の結
果、不良箇所があ
り、特に必要があ
る場合に実施す
る。
②外見及び証拠書
類等により打設目
を貫通し穿孔深は
1.0ｍを標準とし
て検査する。

コンクリート構造
物については、以
上の各品質検査の
結果、不良箇所が
あって特に必要が
ある場合に次の検
査を実施する。
(1)破壊検査を行
う場合の破壊孔
は､大きさ30㎝×
30㎝深さ30㎝を標
準とする。
(2)コア採取によ
る検査を行う場合
の供試体の大きさ
は径10㎝～15㎝長
さ30㎝を標準とす
る。

破壊検査
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備 考

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

２．その
他コンク
リート構
造物（土
留工、水
路工等）

位 置 設計図書
に定めら
れた位置

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

基準高 設置基数の20％以
上について、構造
物の基準高が設計
どおりか否かを検
査する。

許容限度
以内のも
の。

基準高
±5㎝

合格しな
いもの。

改造させ
る。

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

材 料
外 見

高さ
長さ
幅(厚さ)

合格しな
いもの。

高 さ
ｈ＜3ｍ
±5㎝

ｈ≧3
-10㎝

長さ
-5㎝

幅（厚さ)
-3㎝

許容限度
以内のも
の。

出来形管理基準に
示された箇所の20
％以上について検
査する。
測定位置は構造物
の中心線上を標準
とする。

明視でき
ない部分
の出来高
寸法

証拠図書、写真等
によって検査する
。

許容限度
以内のも
の。

前記各項
に準ずる
。

合格しな
いもの。

ダム工に準じる。 ダム工に
準じる。

ダム工に
準じる。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

ダム工に
準じる。

ダム工に
準じる。

合格しな
いもの。

表面強度 テストハンマーに
より表面強度を検
査する。
コンクリートの打
設日の異なるリフ
トの20％以上の箇
所を抽出して検査
する。

ダム工に
準じる。

ダム工に
準じる。
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２．その
他コンク
リート構
造物（土
留工、水
路工等）

合格しな
いもの。

ダム工に
準じる。

ダム工に
準じる。

ダム工に
準じる。

ダム工に
準じる

ダム工に
準じる。

材料採取
地の状況

圧縮強度

注水検査
破壊検査

施工状況

ダム工に準じる。

ダム工に準じる。

ダム工に準じる。

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

ダム工に準じる。 ダム工に
準じる。

不良のも
の。

備 考

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

ダム工に
準じる。

ダム工に
準じる。

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。

ダム工に
準じる。
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① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

備 考

３.積石・
張石構造
物（コン
クリート
ブロック
含む。）

位 置 設計図書
に定めら
れた位置

合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。

基準高 構造物の位置及び
基準高が設計どお
りか否かを検査す
る。

許容限度
以内のも
の。

基準高
±5㎝

改造又は
補修させ
る。

改造又は
補修させ
る。

高さ
長さ
幅(厚さ)

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

数量の20％以上の
高さ、幅、長さに
ついて検査する。

許容限度
以内のも
の。

高 さ
-5㎝

長さ
L/100
≦50
-5㎝

L/200
≦200
-20㎝

上記以外
L/100以内

幅（厚さ)
-3㎝

合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。

胴込、裏
込コンク
リート裏
込礫等の
量

証拠図書、写真等
によりコンクリー
ト及び礫の使用量
について検査する
。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるもの
。

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。

材料採取
地の状況

現地産材料の使用
の場合、その採取
地の状況を検査す
る。

設計図書
による指
示のとお
り処置が
なされて
いるもの
。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

積石、胴
込､裏込
コンクリ
ート裏込
礫等の規
格、品質

証拠図書、写真等
により規格品質に
ついて検査する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるもの
。

改造又は
補修させ
る。

施工状況 埋戻しの状況、後
片付け、その他施
技術の良否につい
て検査する。

良好と認
められる
もの。

不良のも
の。
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① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

② コン
クリート
基礎はコ
ンクリー
ト治山ダ
ムを適用
する。

備 考

改造又は
補修させ
る。

施工状況 任意の箇所を抽出
して、組み方、連
結ボルトの締付け
状況、間詰の施工
状況、後片付けの
状況について検査
する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるもの
。

合格しな
いもの。

高さ
格子型
Ａ型
Ｂ型
±1cm

堤長
格子型
（L）
±5㎝
格子型
（ｌ）
Ｂ型(ｌ)
±1cm

堤幅
格子型
(W）
±3㎝

格子型
（ｗ）
Ａ型(ｗ)
Ｂ型(ｗ)
±1cm

合格しな
いもの。

改造させ
る。

前記各項
に準ずる
。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

合格しな
いもの。

４．鋼製
ダム（透
過型）
格子型ス
リットダ
ムＡ型・
Ｂ型

位 置 設計図書
に定めら
れた位置

高さ

長さ

幅(厚さ)

出来形管理基準に
示された箇所を検
査する。
測定位置は構造物
の中心線上を標準
とする。

許容限度
以内のも
の。

明視でき
ない部分
の出来高
寸法

証拠図書､写真等に
よって検査する。

許容限度
以内のも
の。

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

改造させ
る。

基準高 基準標B.Mから構造
物の基準高が設計
どおりであるか否
かについて検査す
る。

許容限度
以内のも
の。

基準高
±5㎝

合格しな
いもの。

改造させ
る。

鋼材等の
規格品質

使用材料の規格、
品質について証拠
図書及び任意の箇
所を抽出して検査
する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるもの
。

設計図書
に定めら
れたもの
。
又は、そ
れと同等
以上のも
の。

合格しな
いもの。

改造又は
取替させ
る。



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

② コン
クリート
基礎はコ
ンクリー
ト治山ダ
ムを適用
する。

備 考

改造又は
取替させ
る。

設計図書
に定めら
れたもの
。
又は、そ
れと同等
以上のも
の。

施工状況 任意の箇所を抽出
して、組み方、連
結ボルトの締付け
状況、間詰の施工
状況、後片付けの
状況について検査
する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるもの
。

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

合格しな
いもの。

改造又は
取替させ
る。

長さ
-5cm

幅(厚さ)
-5㎝

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

５．鋼製
ダム（不
透過型）
枠工タイ
プ

位 置 設計図書
に定めら
れた位置

合格しな
いもの。

出来形管理基準に
示された箇所を検
査する。
測定位置は構造物
の中心線上を標準
とする。

長さ

幅(厚さ)

許容限度
以内のも
の。

明視でき
ない部分
の出来高
寸法

証拠図書､写真等に
よって検査する。

鋼材等の
規格品質

使用材料の規格、
品質について証拠
図書及び任意の箇
所を抽出して検査
する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるもの
。

許容限度
以内のも
の。

前記各項
に準る。

改造させ
る。

基準高 基準標B.Mから構造
物の基準高が設計
どおりであるか否
かについて検査す
る。

許容限度
以内のも
の。

基準高
±5㎝

合格しな
いもの。

改造させ
る。
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① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

② コン
クリート
基礎はコ
ンクリー
ト治山ダ
ムを適用
する。

備 考

改造又は
取替えさ
せる。

合格しな
いもの。

改造又は
取替えさ
せる。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

不 合 格

合格しな
いもの。

改造させ
る。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

長さ

高さ

幅(厚さ)

出来形管理基準に
示された箇所を検
査する。
測定位置は構造物
の中心線上を標準
とする。
ダブルウォール構

造の場合は、＋の
規格値は適用しな
い。

許容限度
以内のも
の。

長さ
±10cm

高さ
ｈ<3m
-5cm
ｈ≧3m
-10cm

幅
±5cm
下流倒れ
±0.02

許容限度
以内のも
の。

前記各項
に準る。

明視でき
ない部分
の出来高
寸法

証拠図書､写真等に
よって検査する。

鋼材等の
規格品質

使用材料の規格、
品質について証拠
図書及び任意の箇
所を抽出して検査
する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるもの
。

設計図書
に定めら
れたもの
。
又は、そ
れと同等
以上のも
の。

合格しな
いもの。

施工状況 任意の箇所を抽出
して、組み方、連
結ボルトの締付け
状況、間詰の施工
状況、後片付けの
状況について検査
する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるもの
。

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格

６．鋼製
側壁工

位 置 設計図書
に定めら
れた位置

基準高 基準標B.Mから構造
物の基準高が設計
どおりであるか否
かについて検査す
る。
ダブルウォール構
造の場合は、＋の
規格値は適用しな
い。

許容限度
以内のも
の。

基準高
±5㎝
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① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

備 考

改造又は
取替えさ
せる。

鋼材等の
規格品質

使用材料の規格、
品質について証拠
図書及び任意の箇
所を抽出して検査
する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるもの
。

設計図書
に定めら
れたもの
。
又は、そ
れと同等
以上のも
の。

合格しな
いもの。

改造又は
取替させ
る。

施工状況 任意の箇所を抽出
して、組み方、連
結ボルトの締付け
状況、間詰の施工
状況、後片付けの
状況について検査
する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるもの
。

合格しな
いもの。

明視でき
ない部分
の出来高
寸法

証拠図書､写真等に
よって検査する。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

基準高 基準標B.Mから基準
高が設計どおりで
あるか否かについ
て検査する。

許容限度
以内のも
の。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

７．木製
構造物
(ダム工、
護岸工、
水叩工、
側壁工)
(建築物
を除く。）

位 置 設計図書
に定めら
れた位置

許容限度
以内のも
の。

前記各項
に準る。

出来形管理基準に
示された箇所を検
査する。
測定位置は構造物
の中心線上を標準
とする。

許容限度
以内のも
の。

長さ
-5cm

幅
-5cm

基準高
±10㎝

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

改造させ
る。

長さ

幅(厚さ)

改造させ
る。

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

備 考

改造又は
取替えさ
せる。

材料等の
規格品質

使用材料の規格、
品質について証拠
図書及び任意の箇
所を抽出して検査
する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるもの
。

設計図書
に定めら
れたもの
。
又は、そ
れと同等
以上のも
の。

合格しな
いもの。

改造又は
取替させ
る。

施工状況 任意の箇所を抽出
して、組み方、連
結ボルトの締付け
状況、間詰の施工
状況、後片付けの
状況について検査
する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるもの
。

合格しな
いもの。

明視でき
ない部分
の出来高
寸法

証拠図書､写真等に
よって検査する。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

基準高 基準標B.Mから基準
高が設計どおりで
あるか 否かについ
て検査する。

許容限度
以内のも
の。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

８．木製
構造物

（木製土
留工等）
(建築物
を除く。)

位 置 設計図書
に定めら
れた位置

許容限度
以内のも
の。

前記各項
に準る。

出来形管理基準に
示された箇所を検
査する。
測定位置は構造物
の中心線上を標準
とする。

許容限度
以内のも
の。

長さ
-5cm

幅
-5cm

基準高
±5㎝

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

改造させ
る。

長さ

幅(厚さ)

改造させ
る。

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

補修させ
る。

品 質 発芽状況及び生育
状況を検査する。

良好と認
められる
もの。

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格

９．植生
等の工種
（土のう
、芝、筋
工類)

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

備 考

補修させ
る。

不 合 格

その他 任意の箇所を抽出
して、積み方、連
結ボルトの締付け
状況、中詰礫の充
填状況、間詰の施
工状況、後片付け
の状況、その他施
工状況について検
査する。

良好と認
められる
もの。

不良のも
の。

補修させ
る。

長さ
-10㎝
幅
-5㎝

合格しな
いもの。

不良のも
の。

出来高
数量

数量の20％以上を
検査する。

許容限度
以内のも
の。



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

合 格

良好と認
められる
もの。

許容限度
以内のも
の。

伏工
法<5m

-20㎝
法長≧5m
-4％

吹付工
法<5m
-20㎝

法長≧5m
-4％

延長
-20㎝

面積
-2％

良好と認
められる
もの。

70％以上

許容限度
以内のも
の。

厚さ<5㎝
-1㎝
厚さ≧5㎝
-2㎝

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

② 吹付
け面に凸
凹がある
場合の最
小吹付け
厚は、設
計厚の50
％、平均
厚は許容
限度以内
とする。

③ 法長
及び延長
の計測を
面積Aの
計測に変
えること
ができる
。

備 考

合格しな
いもの。

補修させ
る。

不 合 格

合格しな
いもの。

補修させ
る。

不良のも
の。

不良のも
の。

補修させ
る。

合格しな
いもの。

10．植生
等の工種
（伏工、
吹付工類)

法 長

延 長

面積A

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査

その他 地山との密着状況
、種子の配合状況
、材料の混合状況
、その他の施工技
術の良否について
検査する。

植被率 発芽状況及び生育
状況を検査する。
地山との密着状況
、種子の配合状、
材料の混合状況、
その他の施工技術
の良否について検
査する。

厚 さ 面積200㎡に１箇所
の割合で、検査す
る。

設計図書及び測量
野帳等を基準にし
て測線の20％以上
を検査する。



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

設計仕様
のとおり
と認めら
れるも
の。

補修させ
る。

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

② コン
クリート
水路工は
ンクリー
ト構造物
を適用す
る。

良好と認
められる
もの。

設計図書
による指
示のとお
り処置さ
れている
もの。

数量の5％

備 考

合格しな
いもの。

改造させ
る。

改造又は
補修させ
る。

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。

不 合 格

補修させ
る。

補修させ
る。

不良のも
の。

11．山腹
水路工及
び暗渠工

水路工

厚さ

幅

延長

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査

暗渠工

深さ

幅

延長

施工延長40mごと
に１箇所検査する
。
施工延長40ｍ以下
は２箇所検査する
。

施工延長40mごと
に１箇所検査する
。
施工延長40ｍ以下
は２箇所検査する
。

施工状況 任意の箇所を抽出
して、相互の緊結
状況、埋戻しの状
況､ 後片付け、そ
の他施工技術の良
否について検査す
る。

張石、コ
ンクリー
トブロッ
クの規格
、品質

材料採取
地の状況

現地産材料の使用
の場合、その採取
地の状況を検査す
る。

証拠図書、写真等
により、規格品質
について検査する
。

合 格

補修させ
る。

補修させ
る。

胴込、裏
込コンク
リート裏
込礫等の
量

証拠図書、写真等
により、コンクリ
ート及び礫の使用
量について検査す
る。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるもの
。

胴込、裏
込コンク
リート裏
込礫等の
規格、品
質

証拠図書、写真等
により検査する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるも
の。

許容限度
以内のも
の。

厚さ
-3cm
幅
-5cm
延長
-20cm

合格しな
いもの。

許容限度
以内のも
の。

厚さ
-2cm
幅
-3cm
延長
-5cm

合格しな
いもの。



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

備 考

改造させ
る。

高 さ

長 さ

幅(厚さ)

出来形管理基準に
示された箇所及び
数量の20％以上を
検査する。
測定位置は構造物
の中心線上を標準
とする。

許容限度
以内のも
の。

高さ
-5㎝
長さ
-20cm
幅
-5cm

合格しな
いもの。

改造させ
る。

明視でき
ない部分
の出来高
寸法

証拠図書､写真等に
よって検査する。

許容限度
以内のも
の。

前記各項
に準る。

合格しな
いもの。

構造物の基準高が
設計どおりか否か
を検査する。

許容限度
以内のも
の。

12．鉄線
籠等構造
物

位 置 設計図書
に定めら
れた位置

設計図書
に定めら
れたもの
。
又は、そ
れと同等
以上のも
の。

現地産材料の使用
の場合、その採取
地の状況を検査す
る。

各部分の任意点を
抽出して、検査す
る。

籠、詰石
の規格､
品質

基準高

設計図書
による指
示のとお
り処置さ
れている
もの。

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

合格しな
いもの。

改造させ
る。

基準高
±5㎝

合格しな
いもの。

改造させ
る。

合格しな
いもの。

指示のと
おり処置
させる。

材料採取
地の状況

合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。

改造又は
補修させ
る。

施工状況 任意の箇所を抽出
して、相互の緊結
状況、詰石の充填
状況、埋戻しの状
、後片付けその他
施工技術の良否に
ついて検査する。

良好と認
められる
もの。

不良のも
の。



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

② 枠内
吹付は吹
付工によ
る。

③ 法長
及び延長
の計測を
面積Aの
計測に変
えること
ができる
。

備 考
不 合 格

13．法枠
工（現場
打法枠工
、現場吹
付法枠工
等)

法 長

法枠の
幅

高 さ

面積A

200m2に１箇所以
上を検査する。

許容限度
以内のも
の。

幅
-3㎝

高さ
-3㎝

面積
-2%

合格しな
いもの。

補修させ
る。

合格しな
いもの。

補修させ
る。

不良のも
の。

補修させ
る。

合格しな
いもの。

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格

延 長 梁の延長で検査す
る場合は、施工延
長40mにつき1箇所
、延長40m以下の
ものは１施工箇所
を検査する。

許容限度
以内のも
の。

延長
-20㎝

面積で検査する場
合は測線の20％以
上を検査する。

許容限度
以内のも
の。

法長＜10m
-10㎝

法長≧10m
-20㎝

施工状況 地山との密着状況
、種子の配合状況
、材料の混合状況
、その他の施工技
術の良否について
検査する。

良好と認
められる
もの。

補修させ
る。

枠中心間
隔

200m2に１箇所以
上を検査する。

許容限度
以内のも
の。

枠中心間
隔
±10㎝

合格しな
いもの。

補修させ
る。



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

② 吹付
け面に凸
凹がある
場合の最
小吹付け
厚は、設
計厚の50
％以上と
し、平均
厚は設計
厚以上

備 考

法 長 測線の20％以上を
検査する。

許容限度
以内のも
の。

設計図書
に定めら
れたもの
。

又は、そ
れと同等
以上のも
の。

使用材料の規格、
品質について証拠
図書等によって検
査する。

合格しな
いもの。

補修させ
る。

材料の品
質

施工状況

外 見

不 合 格

補修させ
る。

合格しな
いもの。

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格

延 長 １施工箇所毎に検
査する。

許容限度
以内のも
の。

14．吹付
工（コン
クリート
・モルタ
ル等）

クラック、エフロ
レッセンス、凍結
、打継目等につい
て検査する。

A、目的
達成上支
障がない
と認めら
れるもの
。
B、外見
欠点のう
ち、あら
かじめ補
修されて
いるもの
。

厚 さ 200m2に１箇所削孔
により検査する。

許容限度
以内のも
の。

法長＜3m
-5㎝

法長≧3m
-10㎝

補修させ
る。

延長
-20㎝

合格しな
いもの。

補修させ
る。

厚さ＜5㎝
-1㎝

厚さ≧5㎝
-2㎝

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。

補修させ
る。

法面の整理、金網
の張付け、アンカ
ーの打込み、排水
の処理、伸縮継目
、端部の処理、養
生､ 仕上げ等の状
況、その他の施工
術の良否について
検査する。

良好と認
められる
もの。

不良のも
の。

補修させ
る。



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

② コン
クリート
基礎があ
る場合は
、その他
コンリー
ト構造物
を適用す
る。

備 考

施工状況 施工状況、埋戻し
の状況、後片付け
の状況、その他施
工技術の良否につ
いて検査する。

良好と認
められる
もの。

明視でき
ない部分
の出来高
寸法

証拠図書、写真等
によって検査する
。

材 料 使用材料の規格、
品質について証拠
図書等によって検
査する。

設計図書
に定めら
れたもの
。
又は、そ
れと同等
以上のも
の。

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。

改造又は
取替えさ
せる。

改造させ
る。

改造又は
取替えさ
せる。

高さ
-3㎝

長さ
-5㎝

基準高 基準標 B.Mから構
造物の基準高が設
計どおりであるか
否かについて検査
する。

許容限度
以内のも
の。

基準高
±5 ㎝

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

15．落石
防止柵工
、なだれ
予防柵工

位 置 設計図書
に定めら
れた位置

改造させ
る。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

許容限度
以内のも
の。

前記各項
に準ずる
。

高 さ

長 さ

出来形管理基準に
示された箇所及び
形状の変化する設
計寸法の20％以上
を抽出して検査す
る。
測定位置は構造物
の中心線上を標準
とする。

許容限度
以内のも
の。

合格しな
いもの。



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

備 考

改造させ
る。

許容限度
以内のも
の。

前記各項
に準ずる
。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

方向角
±2.5度

傾斜角
±1.0度

配置誤差
10㎝

改造させ
る。

改造又は
補修させ
る。

不 合 格

合格しな
いもの。

改造させ
る。

基準高
±10㎝

合格しな
いもの。

改造させ
る。

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。

明視でき
ない部分
の出来高
寸法

証拠図書、写真等
により検査する。

材 料 １．挿入管の規格
を末端で検査する
。
２．その他の使用
材料の規格、品質
について、証拠図
書、写真等により
検査する。

設計図書
に定めら
れたもの
。
又は、そ
れと同等
以上のも
の。

合格しな
いもの。

全孔数の20％以上
の掘削長を検査す
る。

許容限度
以内のも
の。

設計値以
上

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格

16．集排
水ボーリ
ング工

（坑内を
含む。）

位 置 設計図書
に定めら
れた位置

基準高 基準標 B.Mから、
構造物の基準高が
、設計どおりであ
るか否かについて
検査する。

許容限度
以内のも
の。
（コンク
リートダ
ム工に準
じる。）

穿孔方向
傾斜角
及び
配置誤差

全孔数の20％以上
を、穿孔方向及び
角度、配置誤差に
ついて検査する。

許容限度
以内のも
の。

改造させ
る。

長 さ

施工状況 挿入管の取り付け
状況、集排水の状
況、後片付けの状
況、その他施工技
術の良否について
検査する。

良好と認
められる
もの。



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

備 考

改造又は
取り換え
させる。

施工状況 施工状況、埋戻し
の状況、後片付け
の状況、その他施
工技術の良否につ
いて検査する。

良好と認
められる
もの。

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。

改造又は
取り換え
させる。

前記各項
に準ずる
。

合格しな
いもの。

前記各項
に準ずる
。

合格しな
いもの。

17．集水
井工

位 置 設計図書
に定めら
れた位置

使用材料の規格、
品質について証拠
図書等によって検
査する。

材 料

明視でき
ない部分
の出来高
寸法

証拠図書､写真等に
よって検査する。

許容限度
以内のも
の。

鋼製部材
の組立て

部材の取付け間隔
、段違い、集排水
孔の位置、各部材
の締付け状況等に
ついて検査する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるも
の。

巻立て
幅
厚

全数を検査する。 許容限度
以内のも
の。

鋼製部材

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

鋼製部材の形状、
寸法が設計どおり
であるか否かにつ
いて証拠図書、写
真等により検査す
る。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるも
の。

改造させ
る。

基準高 基準標 B.Mから、
構造物の基準高が
、設計どおりであ
るか否かについて
検査する。

許容限度
以内のも
の。

基準高
±5㎝

合格しな
いもの。

改造させ
る。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

長 さ 全数を検査する。 許容限度
以内のも
の。

長 さ
-10cm

合格しな
いもの。

改造させ
る。

偏心量 杭頭と底面の差を
測定する。

許容限度
以内のも
の。

偏心量
-15cm

合格しな
いもの。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

設計図書
に定めら
れたも
の。
又は、そ
れと同等
以上のも
の。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

改造又は
取り換え
させる。

幅
-5cm

厚
-3㎝



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

備 考

証拠図書、写真等
により検査する。

許容限度
以内のも
の。

設計値
以上

合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。

不 合 格

改造又は
補修させ
る。

合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。

合格しな
いもの。

改造させ
る。

設計図書
に定めら
れたもの
。
又は、そ
れと同等
以上のも
の。

使用材料の規格、
品質について、証
拠図書、写真等に
より検査する。

改造又は
補修させ
る。

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格

穿孔方向
傾斜角
及び
配置誤差

許容限度
以内のも
の。

18．抑止
アンカー
工

位 置 設計図書
に定めら
れた位置

明視でき
ない部分
の出来高
寸法

証拠図書、写真等
によって検査する
。

許容限度
以内のも
の。

前記各項
に準ずる
。

数量の20％以上を
検査する。

合格しな
いもの。

削孔方向
-2.5度

傾斜角
±1.0度

配置誤差
10cm

合格しな
いもの。

受圧板等 その他コンクリー
ト構造物に準ずる
。

許容限度
以内のも
の。

その他コ
ンクリー
ト構造物
に準ずる
。

合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。

削孔深さ

改造又は
補修させ
る。

施工状況 裏込礫の充填状況
、埋戻しの状況、
後片付けの状況、
その他施工技術の
良否について検査
する。

良好と認
められる
もの。

不良のも
の。

改造又は
補修させ
る。

養生
表面強度
圧縮強度

その他コンクリー
ト構造物に準ずる
。

許容限度
以内のも
の。

その他コ
ンクリー
ト構造物
に準ずる
。

合格しな
いもの。

材 料



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

備 考

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

19．杭工 位 置 設計図書
に定めら
れた位置

改造又は
補修させ
る。

合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。

基準高

偏心量

基準標 B.Mから、
構造物の基準高及
び偏心量（杭中心）
が設計どおりであ
るか否かについて
、数量の20％以上
について検査する
。

許容限度
以内のも
の。

基準高
±5㎝

偏心量
D/4以内
かつ10㎝

合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。

根入長

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

証拠図書、写真等
により検査する。

許容限度
以内のも
の。

設計値
以上

合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。

設計図書
に定めら
れたもの
。
又は、そ
れと同等
以上のも
の。

使用材料の規格、
品質について、証
拠図書、写真等に
より検査する。

改造又は
補修させ
る。

明視でき
ない部分
の出来高
寸法

証拠図書、写真等
によって検査する
。

許容限度
以内のも
の。

前記各項
に準ずる
。

合格しな
いもの。

施工状況 裏込礫の充填状況
、埋戻しの状況、
後片付けの状況、
その他施工技術の
良否について検査
する。

良好と認
められる
もの。

不良のも
の。

材 料 合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。

モルタル
等

その他コンクリー
ト構造物に準ずる
。

許容限度
以内のも
の。

その他コ
ンクリー
ト構造物
に準ずる
。

合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

良好と認
められる
もの。

不良のも
の。

改造又は
補修、補
植させる
。

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

径及び深さ、苗木
と基肥との間隔、
植え付け後の踏み
固め状況、その他
施工技術の良否に
ついて検査する。

備 考

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

21．治山
植栽工

出来高数
量

数量の20％以上、
又は施工面積の5
％以上の標準地を
抽出して植栽本数
を検査する。

許容限度
以内のも
の。

材料の規
格及び品
質等

使用材料の規格、
品質について証拠
図書等によって検
査する。

許容限度
以内のも
の。

設計図書
に定めら
れたもの
。
又は、そ
れと同等
以上のも
の。

設計図書
のとおり
。

合格しな
いもの。

改造又は
補修、補
植させる
。

合格しな
いもの。

改造又は
補修、補
植させる
。

施工状況

不良のも
の。

改造させ
る。

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

備 考

改造させ
る。

幅 員 50mごとに測定 許容限度
以内のも
の。

設計値
以上

合格しな
いもの。

延 長

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

20．歩道

改造させ
る。

施工状況 後片付けの状況、
その他施工技術の
良否について検査
する。

良好と認
められる
もの。

許容限度
以内のも
の。

設計値
以上

合格しな
いもの。



項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

項 目 測定箇所及び方法 判 定 許容限度 判 定 事後処置

補修させ
る。

施工状況 任意の箇所を抽出
して、アンカーボ
ルトの布設状況、
法面整理の状況、
仕上げ状況につい
て検査する。

良好と認
められる
もの。

不良のも
の。

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

材料の規
格及び品
質等

任意に抽出して、
規格、品質等につ
いて検査する。

設計仕様
のとおり
と認めら
れるも
の。

合格しな
いもの。

改造又は
補修させ
る。

施工状況 任意に抽出して、
施工状況、施工技
術の良否、跡片付
けの状況等につい
て検査する。

合格しな
いもの。

不良のも
の。

改造又は
補修させ
る。

改造又は
補修させ
る。

23．その
他の工種

出来高数
量

各項目ごとに数量
の20％以上の箇所
又は数量を検査す
る。

許容限度
以内のも
の。

類似工種
に準じる
。

良好と認
められる
もの。

備 考

-10㎝ 合格しな
いもの。

補修させ
る。

① 個々
の測定値
が基準を
超えた場
合でも機
能、構造
上支障が
ないと認
められる
場合には
合格とす
ることが
できる。

区間長
<10m
-10cm

区間長
≧10m
1％
最大
－20cm

合格しな
いもの。

補修させ
る。

構造物の
種類

検 査 合 格 不 合 格

補修させ
る。

施工数量の5％に
ついて、アンカー
ボルトの布設状況
、仕上げ状況につ
いて検査する。

アンカー
ボルト等

不 合 格
備 考

22．落石
防止網

別表－１ 治山工事検査基準

構造物の
種類

検 査 合 格

許容限度
以内のも
の。

測線の20％以上を
検査する。

法長
区間長

縦、横ロ
ープ間隔

測線の20％以上を
検査する。

許容限度
以内のも
の。

良好と認
められる
もの。

合格しな
いもの。


